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日
本
維
新
の
会
共
同
代
表
の
橋
下
徹

氏
に
よ
る
旧
日
本
軍
の
慰
安
婦
を
巡
る

一
連
の
発
言
が
火
種
と
な
り
、
従
軍
慰

安
婦
問
題
に
つ
い
て
、
国
の
内
外
に
波

紋
を
拡
げ
て
い
ま
す
。

戦
後
五
十
年
を
経
て
発
表
さ
れ
た
村

山
談
話
の
「
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
々
に
多

大
の
損
害
と
苦
痛
を
与
え
た
こ
と
を
認

め
、
痛
切
な
反
省
の
意
を
表
し
、
こ
こ

ろ
か
ら
お
詫
び
の
気
持
ち
を
表
明
す
る
」
。

ま
た
、
そ
の
二
年
前
に
出
さ
れ
た
河
野

内
閣
官
房
長
官
の
談
話
「
当
時
の
軍
の

関
与
の
下
に
多
数
の
女
性
の
名
誉
と
尊

厳
を
深
く
傷
つ
け
た
と
し
、
心
か
ら
の

お
詫
び
と
反
省
の
気
持
ち
を
表
明
」
な

ど
が
根
拠
と
な
り
、
い
ま
だ
『
従
軍
慰

安
婦
問
題
』
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
る
こ
と

が
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

日
本
人
は
、
特
性
と
し
て
「
ア
イ
ム
・

ソ
リ
ー
」
と
わ
り
と
簡
単
に
謝
る
傾
向

が
あ
り
ま
す
。
欧
米
人
や
他
の
国
々
の

人
達
は
、
な
か
な
か
謝
り
ま
せ
ん
。
謝

る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
非
を
認
め

て
、
何
を
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
認

め
る
こ
と
な
の
で
す
。
謝
罪
す
る
こ
と

は
全
面
的
に
自
己
の
非
を
認
め
る
こ
と

に
な
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
謝
っ

た
以
上
、
相
手
の
ど
の
よ
う
な
報
復
も
我

慢
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

今
年
二
月
、
人
気
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ

Ａ
Ｋ
Ｂ
の
メ
ン
バ
ー
の
峯
岸
み
な
み
さ
ん

が
、
週
刊
誌
で
男
性
芸
能
人
と
の
交
際
を

報
道
さ
れ
、
動
画
投
稿
サ
イ
ト
「
ユ
ー
チ
ュ
ー

ブ
」
で
、
丸
刈
り
姿
で
謝
罪
し
ま
し
た
。

「
恋
愛
禁
止
」
と
い
う
Ａ
Ｋ
Ｂ
の
ル
ー
ル

を
破
っ
た
た
め
、
自
ら
反
省
し
決
断
し
た

と
の
こ
と
で
、
海
外
メ
デ
ィ
ア
も
報
道
す

る
な
ど
反
響
を
呼
び
ま
し
た
。

こ
の
行
動
に
対
し
て
は
、
話
題
作
り
な

の
か
、
武
士
道
精
神
の
表
れ
な
の
か
、
有

識
者
の
コ
メ
ン
ト
も
色
々
で
し
た
。

武
士
道
で
は
、
謝
罪
の
た
め
『
切
腹
』

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
謝
罪
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
お
の
れ
の
命
を
か
け
る

ぐ
ら
い
、
い
か
な
る
報
復
に
も
服
す
る
覚

悟
を
も
っ
て
謝
っ
た
の
で
す
。

至
道
無
難
と
い
う
、
江
戸
時
代
中
頃
の

禅
僧
で
す
が
、
あ
る
商
家
で
そ
の
主
人
と

話
し
て
い
る
時
に
、
別
の
店
の
使
い
が
来

て
、
主
人
に
わ
た
し
た
お
金
が
な
く
な
り
、

至
道
に
疑
い
の
目
が
か
か
り
ま
し
た
。
至

道
は
弁
解
も
せ
ず
、
そ
の
お
金
を
だ
し
て

主
人
に
渡
し
た
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
数

日
た
っ
て
、
な
く
な
っ
た
お
金
が
そ
っ
く

り
出
て
き
て
、
主
人
は
す
ぐ
さ
ま
至
道
の

と
こ
ろ
に
駆
け
つ
け
平
謝
り
し
た
と
こ
ろ
、

「
そ
う
で
す
か
で
て
き
ま
し
た
か
」
と
至

道
は
顔
色
を
変
え
ず
、
お
金
を
受
け
取
っ

た
そ
う
で
す
。

真
実
は
何
時
か
は
晴
れ
る
も
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
強
い
信
念
を
も
っ
て
、
悪
口

に
耐
え
る
べ
き
な
の
で
す
。
仏
教
的
に
言

え
ば
、
悪
口
を
言
っ
て
い
る
相
手
を
見
過

ご
し
て
し
ま
う
大
き
な
度
量
を
持
つ
べ
き

な
の
で
す
。

そ
う
し
た
大
き
な
度
量
が
な
い
の
な
ら
、

最
初
か
ら
徹
底
的
に
従
軍
慰
安
婦
の
真
偽

を
訴
え
、
そ
の
点
に
つ
い
て
謝
罪
す
る
必

要
な
ど
な
か
っ
た
の
で
は
・
・
・
。

当
院
は
、
阪
神
な
ん
ば
線
で
、
な
ん
ば
か
ら
７
分
で
す
。

（１）
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波
濤
の
夢

寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
龍
溪
六
十

九
歳
の
二
月
三
日
、
木
庵
の
六
十
歳
の

賀
寿
（
生
誕
日
）
を
祝
い
、
三
月
二
十

六
日
に
は
、
仙
洞
御
所
で
後
水
尾
法
皇

に
「
証
道
歌
」
を
進
講
し
た
。

証
道
歌
は
唐
の
詩
人
永
嘉
玄
覚
の
作

で
、
永
嘉
が
禅
宗
六
祖
の
慧
能
大
鑑
禅

師
に
参
禅
し
て
大
悟
し
た
要
旨
を
古
詩

体
に
表
現
し
た
も
の
で
、
曹
洞
宗
で
は

重
視
し
て
い
る
。

四
月
十
五
日
、
後
水
尾
法
皇
は
正
明

寺
に
専
使
を
遣
わ
し
、
夏
安
居
を
慰
門

さ
れ
た
。
七
月
十
五
日
に
龍
溪
は
解
夏

の
後
、
仙
洞
に
赴
き
謝
恩
し
、
そ
の
足

で
登
檗
し
萬
福
寺
に
隠
元
禅
師
を
尋
ね
、

慶
瑞
寺
に
向
か
っ
た
。

八
月
の
初
め
、
大
坂
の
諸
檀
護
（
信

者
）
の
招
き
に
応
え
て
正
明
寺
を
出
発
、

こ

た

途
中
黄
檗
山
に
隠
元
を
省
觀
さ
れ
、
摂

津
西
成
郡
衢
壤
島
の
九
島
庵
に
赴
い
た
。

く

じ

ょ

う

じ

ま

余
談
に
な
る
が
、
平
成
十
年
十
月
に

拙
院
の
修
養
会
で
拝
塔
し
た
龍
溪
が
住

持
さ
れ
た
妙
心
寺
塔
頭
「
霊
雲
院
」
で
、

禅
学
の
碩
学
の
京
都
大
学
名
誉
教
授
柳

田
聖
山
先
生
か
ら
九
島
院
の
読
み
方
を

「
く
と
う
い
ん
」
じ
ゃ
な
い
か
と
説
示

さ
れ
た
。
九
を
「
き
ゅ
う
」
と
読
む
の

は
近
代
の
こ
と
、
当
時
は
「
く
」
と

当
院
は
、
阪
神
な
ん
ば
線
で
、
な
ん
ば
か
ら
７
分
で
す
。

（
龍
渓
禅
師
一
代
記
）
そ
の
十
三

読
み
習
わ
し
て
い
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

途
中
、
弟
子
の
達
空
道
有
が
留
守
番

を
し
て
い
た
摂
津
富
田
の
慶
瑞
寺
に
立

ち
寄
り
、
本
堂
建
立
（
元
禄
年
間
）
な

ど
も
協
議
し
、
十
四
日
大
衆
に
次
の
偈

を
示
し
た
。

六
根
渉
境
那
言
滅

心
不
随
縁
豈
謂
生

踏
転
涅
槃
真
正
道

帰
程
唱
水
調
歌
行

『
黄
檗
宗
源
慶
瑞
寺
紀
要
』
今
井
貫

一
著
に
よ
れ
ば
、
「
偈
中
涅
槃
の
道
を

踏
で
水
調
歌
を
唱
ふ
と
云
へ
る
は
預
め

讖
を
伽
陀
に
託
し
軈
て
水
却
を
仮
り
て

逝
か
ん
こ
と
を
示
せ
る
も
の
か
。
」
と

あ
り
、
水
難
を
予
想
さ
れ
て
の
詩
偈
と

み
る
見
方
も
あ
る
。

水
調
歌
は
、
随
の
煬
帝
が
作
詩
し
唐

代
に
流
行
し
た
哀
調
の
こ
も
っ
た
曲
の

こ
と
か
。

翌
日
、
大
弟
子
の
拙
道
道
徴
の
住
持

す
る
九
島
庵
、
現
在
の
九
島
院
に
落
ち

着
く
。
衢
壤
島
の
寺
の
近
く
に
は
御
船

番
所
と
い
う
奉
行
所
が
あ
り
、
奉
行
の

高
林
又
兵
衛
・
森
川
六
左
衛
門
ら
の
招

請
で
禅
書
の
提
唱
が
あ
り
龍
溪
の
説
法

は
格
別
の
緊
張
で
、
拝
聴
者
一
同
大
い

に
感
動
し
た
よ
う
で
、
翌
朝
奉
行
は
与

力
衆
を
答
礼
の
た
め
差
し
遣
わ
し
た
。

『
摂
津
名
所
圖
會
』
に
は
、
「
師
の

高
聲
に
擧
揚
さ
れ
、
群
聽
聳
動
し
」
と
あ

る
。そ

の
日
早
朝
よ
り
俄
に
暴
風
雨
が
こ
の

地
を
襲
っ
て
、
天
地
を
震
動
さ
せ
る
大
災

禍
が
突
発
し
た
。
『
摂
陽
奇
顴
』
に
は
、

「
大
風
吹
西
海
よ
り
逆
浪
起
り
て
難
波
の

近
郷
に
あ
ふ
れ
枚
方
の
邊
ま
で
至
る
。
商

人
航
海
に
沈
み
て
溺
死
す
る
も
の
幾
萬
人

と
も
數
知
れ
ず
未
曾
有
の
事
也
」
と
記
し

て
い
る
。

グ
レ
ゴ
リ
ー
太
陽
暦
に
換
算
す
れ
ば
、

現
在
の
九
月
十
七
日
で
、
こ
の
大
災
禍
は

東
日
本
大
地
震
で
襲
来
し
た
よ
う
な
海
嘯

で
は
な
く
、
台
風
の
風
壓
に
よ
る
高
潮
が

怒
濤
と
な
っ
て
襲
来
し
た
も
の
と
考
え
る
。

数
年
前
に
九
州
天
草
を
襲
っ
た
台
風
で
は
、

瞬
く
間
に
六
メ
ー
ト
ル
も
の
高
潮
を
記
録

し
た
と
い
う
。

『
大
坂
編
年
史
』
に
は
、
「
八
月
廿
三

日
辰
ノ
下
刻
よ
り
午
ノ
刻
迄
、
天
風
雨
。

木
津
川
口
・
四
貫
嶋
高
潮
打
寄
、
御
舟
奉

行
高
林
又
兵
衛
・
森
川
六
左
衛
門
與
力
四

人
、
竝
妻
子
・
下
人
溺
死
。
此
外
難
波
浦

の
者
百
廿
三
人
流
死
。
禅
僧
龍
溪
も
此
所

に
て
死
。
大
坂
町
屋
十
九
間
潰
る
。
海
邊

の
田
畑
大
か
た
流
町
中
橋
十
ケ
所
落
、
御

舟
蔵
八
ツ
流
大
來
之
大
船
・
小
船
皆
流
。
・
・

（
略
）
・
・
異
説
に
云
、
森
川
六
左
衛
門

與
力
増
田
權
右
衛
門
齋
藤
清
太
夫
、
高
林

又
兵
衛
與
力
富
田
源
右
衛
門
・
森
孫
左
衛

門
與
力
妻
子
・
下
人
・
水
主
妻
子
合
九
十

六
人
溺
死
、
與
力
の
家
九
間
水
主
不
殘
流

る
。
高
林
又
兵
衛
組
水
主
七
人
溺
死
。
與

力
家
四
間
・
水
主
家
卅
間
流
。
與
力
妻
子
・

下
人
水
主
妻
子
合
廿
七
人
、
中
に
も
彼
龍

溪
と
い
ふ
者
本
妙
心
寺
派
の
智
識
に
し
て
、

紫
衣
の
長
老
た
り
し
か
、
後
隠
元
派
に

帰
依
し
、
紫
衣
を
も
打
捨
、
偏
に
悟
道

見
性
に
眼
を
暴
す
。
然
に
津
波
さ
し
來

り
、
早
く
此
所
を
出
給
へ
と
い
へ
と
も
、

聊
不
動
、
臨
終
正
念
に
し
て
、
浪
の
藻

く
つ
と
沈
け
る
と
な
り
」
と
あ
る
。
九

島
庵
は
、
尻
無
川
・
木
津
川
河
口
の
衢

壤
島
に
あ
り
海
辺
に
も
近
く
、
怒
濤
の

為
流
さ
れ
に
な
り
、
庵
主
の
拙
道
は
弟

子
た
ち
と
と
も
に
龍
溪
に
避
難
を
促
し

た
が
動
か
ず
、
龍
溪
は
「
生
死
は
数

（
さ
だ
め
）
な
り
、
其
れ
逃
れ
る
べ
け

ん
や
汝
等
端
心
正
念
し
て
可
な
り
」
と

述
べ
、
筆
を
索
め
て
従
容
と
し
て
次
の

遺
偈
を
し
た
た
め
、
篋
（
小
箱
）
に
収

め
た
。

三
十
年
前
恨
未
消

幾
回
受
屈
爛
藤
条

今
晨
怒
気
向
人
撰

喝
一
喝

却
倒
胥
江
八
月
潮

こ
の
遺
偈
は
縦
横
五
寸
の
小
さ
な
も

の
で
あ
る
が
、
慶
瑞
寺
に
存
す
る
。

こ
の
時
、
忽
ち
激
し
い
波
が
漲
り

「
屋
裂
け
、
一
時
に
煙
没
す
。
師
独
り

水
中
に
趺
坐
し
、
夷
然
と
し
て
動
か
ず
」

（
塔
銘
）
と
、
龍
溪
の
最
後
を
銘
し
て

い
る
。

（
つ
づ
く
）

（２）

龍
渓
と
隠
元
禅
師
⑨

〜
寛

文

大

津

波

に

水

定

示

寂

〜

龍渓禅師水定図



3
月
23
日
、
山
門
会(

春
彼
岸
法
要)

に
て
だ
る
ま
堂
落
成
慶
讃
法
要
を
執

り
行
い
ま
し
た
。
約
50
名
の
参
詣
を

頂
き
ま
し
た
。
手
狭
で
は
ご
ざ
い
ま

す
が
、
少
人
数
の
ご
法
事
な
ど
に
使

用
し
た
く
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
だ
る
ま
堂
は
お
檀
家
の
皆
様

の
お
か
げ
で
建
立
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
ま
た
、
過
分
な
お
祝
い
を

頂
戴
い
た
し
ま
し
た
事
、
本
紙
面
を

も
っ
て
御
礼
と
代
え
さ
せ
て
頂
き
ま

す
。今

後
と
も
、
九
島
院
に
ご
支
援
、

ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

（
住
職

合
掌
）

3/30

写
経
会
…
参
加
者

十
名

8
回
目
の
開
催
。

5/18

お
寺
ｄ
ｅ
ヨ
ガ

…
参
加
者
四
十
名

６
回
目
の
開
催
。
毎
回
た

く
さ
ん
の
ご
参
加
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

5/18
…
お
寺
ｄ
ｅ
バ
ザ
ー

皆
様
か
ら
ご
提
供
い
た
だ
い
た
約

400
点
以
上
の
品
々
か
ら
、
約
200
点
以

上
を
購
入
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
檀
家
さ

ん
も
含
め
、

地
域
の
方

に
も
た
く

さ
ん
ご
来

院
頂
き
、

賑
や
か
に

開
催
で
き

ま
し
た
事
、

感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

地
蔵
盆
子
ど
も
会

開
催
日

8
月
22
日
（
木
）
14
時
〜

多
く
の
子
ど
も
達
に
ご
来
院
い
た
だ
き

楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

写
経
会

開
催
日

9
月
28
日
（
土
）
15
時
〜

七
回
目
の
開
催
で
す
。
ど
な
た
様
で
も

ご
参
加
可
能
で
す
。

お
寺
de
ヨ
ガ

開
催
日

10
月
26
日
（
土
）
14
時
〜

五
回
目
の
開
催
で
す
。
老
若
男
女
問
わ

ず
、
ど
な
た
様
で
も
ご
参
加
OK
。
初
心
者

向
き
で
す
。
本
堂
で
寝
転
が
っ
て
み
ま
せ

ん
か
？

修
養
会

開
催
予
定
日

11
月
9
日
（
土
）

十
九
回
目
の
開
催
で
す
。
本
年
は
、
難

波
て
つ
げ
ん
寺
拝
塔
と
水
都
大
阪
貸
切
ク

ル
ー
ズ
を
企
画
中
で
す
。
貸
切
ク
ル
ー
ズ

の
予
約
開
始
日
が
3
ヶ
月
前
の
為
、
本
ツ

ア
ー
は
確
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
中
止

に
な
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。
詳
細
は
、

お
寺
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
そ
の
他
、
新
た
な
行
事
を
計
画
中
。
詳

し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
し
く
は
、

Ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
ペ
ー
ジ
を
見
て
ね
！
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墓地管理費のご納付をお願いします。墓参りの折、郵便振込みでも結構です。

九
条
か
ら
阪
神
三
宮
駅
・
近
鉄
奈
良
駅
ま
で
一
直
線
！

『
だ
る
ま
堂
』
落
成
慶
讃
法
要

〜

春

彼

岸

法

要

に

て

お

披

露

目

〜

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
へ

（３）

大阪市仏教青年会
会長就任 ご報告

この度、役員改選に伴い大阪市仏
教青年会の会長に就任いたしました。

任期は2年間で平成27年5月31日まで

です。

ありがたいご縁を頂戴いたしまし

た事を感謝し、色々勉強させて頂き

ます。

仏教青年会での取り組みなどを

九島院でも活かせるように日々精進

致しますので、ご支援、ご協力の程

よろしくお願い申し上げます。

九島院副住職 奥田穂積 合掌

だるま堂3階 内部

チャリティーバザーで

の売上金及びご寄付・

浄財の合計は、

\27,560 でした。

全額アーユス国際仏教

ネットワーク様に委託

し、東日本大震災復興

支援に役立ててもらい

ました。

行

事

報

告

行

事

予

定



奉

納

便

り

○
金
弐
拾
萬
円
御
寄
進
（
平
成
廿
五
年
六
月
八
日
）

岡
田
友
子
・
林
栄
子
・
木
口
き
く
子
様
よ
り
ご
寄
付

頂
き
ま
し
た
。
寄
付
の
お
願
い
は
し
て
お
り
ま
せ
ん

が
、
折
角
の
申
し
出
で
す
の
で
、
有
り
難
く
拝
受
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
実
母
と
祖
母
の
年
忌
法
要

を
機
縁
に
ご
供
養
に
と
ご
寄
進
さ
れ
ま
し
た
。
お
寺

の
た
め
に
有
意
義
に
使
わ
せ
て
頂
き
ま
す
。

○
『
だ
る
ま
堂
』
落
慶
に
際
し
て
、
二
十
七
名
の
方
々

か
ら
、
お
祝
い
を
頂
き
ま
し
た
。
誠
に
有
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

編

集

後

記

▼
『
だ
る
ま
堂
』
落
慶
や
、
大
阪
教
区
の
宗
祖
忌
や

豊
中
瑞
輪
寺
の
落
慶
法
要
、
塔
頭
萬
松
院
の
派
祖
忌
、

副
住
職
が
全
日
本
仏
教
青
年
会
主
催
の
全
国
大
会
の

事
務
局
長
を
務
め
る
な
ど
、
公
的
行
事
が
重
な
り
多

忙
を
極
め
た
五
月
で
し
た
。

▼
私
的
に
は
、
長
女
の
結
婚
式
や
『
だ
る
ま
堂
』
へ

の
引
越
作
業
な
ど
も
あ
り
、
よ
う
や
く
五
月
廿
三
日

に
『
だ
る
ま
堂
』
に
転
居
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

▼
引
越
は
、
と
て
も
疲
れ
ま
す
。
小
生
六
十
一
歳
、

肉
体
的
に
は
こ
れ
が
最
後
と
、
『
断
捨
離
』
に
勤
め

ま
し
た
。

▼
「
忙
し
い
」
と
は
、
心
が
亡
く
な
る
こ
と
、
不
要

な
モ
ノ
を
捨
て
、
幾
分
か
心
が
ス
ッ
キ
リ
し
ま
し
た
。

▼
あ
と
、
何
年
生
き
れ
る
で
し
ょ
う
か
？
『
身
辺
整

理
』
を
か
ね
て
、
徹
底
的
に
不
要
品
を
処
分
し
ま
し

た
。
で
も
、
捨
て
る
・
捨
て
な
い
を
決
め
る
と
き
様
々

な
思
い
が
よ
ぎ
り
、
決
断
し
か
ね
ま
す
。

▼
「
生
き
て
い
く
こ
と
は
、
垢
を
つ
け
て
い
く
こ
と
」

放
っ
と
け
ば
、
物
心
と
も
ど
も
垢
ま
み
れ
に
な
り
ま

す
。

▼
曹
洞
宗
『
修
証
義
』
に
、
「
唯
独
り
黄
泉
に
趣
く

た

だ

こ

う

せ
ん

お
も
む

の
み
な
り
、
己
に
随
い
行
く
は
、
善
悪
業
等
の
み
な

し
た
が

ぜ

ん

あ
く

ご

っ

と
う

り
」
と
あ
り
、
少
し
で
も
善
業
を
積
ん
で
逝
き
た
い

も
の
で
す
。
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墓地管理費のご納付をお願いします。墓参りの折、郵便振込みでも結構です。

九
島
院
の
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
ペ
ー
ジ
を
作
り
ま
し
た
！
検
索
し
て
み
て
ね
！

●ＮＨＫ受信料●
先日、小生がボランティアをしている『大阪仏教テ

レホン相談室』に一本の電話がかかってきました。５

時の終了までわずか１５分でしたので、嫌だなあと思

いつつも受話器をとりました。
「愚痴を聞いてください」という初老婦人。聞けば、

十年前の雨の降る夜にピンポンというチャイムで玄関

扉を開けたところ、いきなりボサボサ髪の男が勝手に

上がり込みＮＨＫ受信契約をせまったそうで、怖くなっ

た彼女は不承不承、受信契約を結びました。しかし、

今年になり、受信料を支払わない彼女のもとに、今ま

での受信料総額の請求が届いたとのことでした。

受付窓口に、「年金生活のためそんな金額はとても

払えない、死んでしまう」と答えたら、「死ぬのは、

あんたの勝手」と、まるで金融屋の取り立てのような

言い方をされ、憤懣やるかたなく電話相談をかけてき

たのです。

５月２８日、ＮＨＫは平成２４年度末の受信料世帯

支払率の都道府県別推計を公表しました。最も高かっ

たのは秋田県の95.7％、最低は沖縄の44.3％で、全都

道府県で支払率が上昇しているとのことで、大阪は全
国ワースト２位で58.0％で、ついで東京61.6％と、都

市部での不払い率が高いのだそうです。

放送法の「テレビ受信機を設置したら、ＮＨＫと受

信契約をしなければならない」にもとづく、放送契約

ですが、契約を結んだ以上、支払の督促は当然のこと

で、民法上の支払の義務が生じます。いくら近隣に受

信料不払いの家庭が多いからといっても、逃げるわけ

にはいかないのです。契約上の不備を理由に、受信機

を壊して契約解除を申し入れるしか方法はないと、弁

護士会の電話番号を教えました。

受信料契約の法人委託など、受信契約アップの営業

改革をするまえに、受信料支払の不公

正を正し、地上波にもスクランブルを

導入するか、受像機自体に一定の料金

を課金するなど改革してもらいたい。

（４）

ご

案

内

水灯会(お施餓鬼法要）

8月19日(月)午後1時半より
※ご先祖供養。宗旨に関係ありません。
ご回向お申込み下さい。法話：住職

大亀地蔵尊盆

8月23日(金)午後7時半より
※大亀地蔵尊埋葬者供養の法要


